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訴  状  

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり  

解約料条項使用差止請求事件  

訴訟物の価格   １，６００，０００円 

ちょう用印紙額  １３，０００円  

                   平成２７年４月３０日  

京都地方裁判所 御中 

        原告訴訟代理人弁護士 長  野  浩  三（主任） 

 

同  野  々  山  宏 

 

同   志  部  淳 之 介 

 

同  伊  吹  健  人 

 

同  黒  田  啓  介 

 

同  下  坂  高  弘 

 

同  中  村  和  浩 

 

同  谷     文  彰 
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請求の趣旨 

１ 被告は，消費者との間で，インターネット接続サービス契約を締結す

るに際し，解約時に，消費者が，被告に対し，当該契約の残余期間分の

利用料金を一括して支払う旨を内容とする意思表示を行ってはならな

い。  

２ 被告は，その従業員らに対し，被告が第１項記載の意思表示を行うた

めの事務を行わないことを指示せよ。  

３ 訴訟費用は被告の負担とする。  

との判決並びに仮執行の宣言を求める。  

 

請求の原因 

１ 当事者  

原告は，平成１９年１２月２５日，消費者契約法１３条に基づいて内

閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である（甲１，２）。 

被告は，有線放送事業及び電気通信事業法に定める電気通信事業等を

目的とする株式会社であり（甲３），消費者契約法２条２項の事業者で

ある。  

２  被告は，不特定かつ多数の消費者との間で，インターネット接続サー

ビス契約を締結するに際し，インターネット約款を用いて意思表示をな

している（以下，同約款を「本件約款」といい，これに基づく契約を「本

件インターネット契約」という）。  

本件約款には，本件インターネット契約について，２年の最低利用期

間を定め，最低利用期間内に解約があったときは，当該サービスの残余

期間分の利用料金の全額を徴収する旨の条項（以下「本件解約料条項」

という）がある（甲４，４６条の２第３項本文）。  

  被告は，今後も同内容の意思表示をなすおそれがある。  
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３  原告は，被告に対し，平成２７年３月１２日，消費者契約法４１条に

定める書面をもって，消費者との間で本件インターネット契約を締結す

るに際し，同契約が解除された際に，消費者が，被告に対し，残余期間

分の利用料金を一括して支払う旨の意思表示を行わないこと，同内容が

記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙を破棄すること及び

これらを社内で周知徹底させる措置をとることを請求し，同書面は，同

月１３日，被告に到達した（甲５，６）。 

４ 本件解約料条項が消費者契約法９条１号によって無効であることに

ついて  

（１）事業者が解約時に被る「平均的な損害」を超える違約金等を徴収す

る解約料条項は，消費者契約法９条１号により無効である。  

（２）この点，本件解約料条項は，解約時に，一律に残余期間の利用料を

一括して徴収するものとしている。  

しかし，被告は，本件インターネット契約の解約によって，消費者

に対するサービスの提供義務を免れるのであるから，解約後の費用に

ついても支出を免れるものがあることは明らかである。すなわち，被

告は，契約が中途解約された場合，仮に利用が継続されていれば被告

が支出するはずであった経費の負担を免れることになるから，平均的

損害の算定にあたっては，少なくとも，支出を免れた経費分は差し引

かれるべきものである。  

にもかかわらず，本件解約料条項では，支出を免れた経費を考慮す

ることなく，一律に残余期間の利用料を一括して徴収するものとして

いる。  

そうすると，利用料金全額は「平均的な損害」を超えるものである

ことは明らかである。   

（３）したがって，本件解約料条項は，消費者から「平均的な損害」を上
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回る解約料を徴収するものであり，消費者契約法９条１号により無効

である。  

５ 本件解約料条項が消費者契約法１０条によって無効であることにつ

いて  

（１）消費者の権利を制限し，または義務を加重する契約条項のうち，

信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは，消

費者契約法１０条により無効である。  

（２）この点，本件インターネット契約は準委任契約にあたるところ，

民法上，準委任契約の各当事者はいつでも当該契約を解除すること

ができることとされている（民法６５６条，６５１条１項）。  

ところが，本件解約料条項は，２年の最低利用期間内に本件イン

ターネット契約を解約する場合には残余期間の利用料を一括して徴

収するとして，契約の継続を間接的に強制するものである。  

このような条項は，解約を一切認めないのと同様の効果を持たせ

るものであり，本来消費者が有する自由に解約できる権利を制限し，

信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものである。 

（３）したがって，本件解約料条項は，消費者の権利を制限し，かつ，

信義則に反し消費者の利益を一方的に害する条項であり，消費者契

約法１０条により無効である。  

 ６ よって，原告は，被告に対し，消費者契約法１２条３項本文に基づ

き，被告が消費者との間でインターネット接続サービス契約を締結す

るに際し，請求の趣旨１項記載の内容を含む意思表示を行わないこと，

及びこれを被告の従業員らに対し指示する措置をとることを求めて本

訴に及ぶ。  

 

証拠方法  
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別紙証拠説明書記載のとおり  

 

附属書類  

１ 訴状副本             １通  

２ 甲各号証写し          各１通  

３ 現在事項全部証明書        ２通  

４ 訴訟委任状            １通  
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当事者目録 

 

〒６０４－０８４７ 

 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５２９番地 

               原 告 特定非営利活動法人 

                   京都消費者契約ネットワーク 

代表者理事 髙 嶌 英 弘 

（原告代理人） 

〒６０４－８１８６ 

 京都市中京区烏丸御池東入アーバネックス御池ビル東館６階  

                 御池総合法律事務所（送達場所） 

          電 話 075-222-0011 ＦＡＸ 075-222-0012 

弁護士 長 野 浩 三 

                  弁護士 野 々 山 宏 

                  弁護士 志 部 淳之介 

                  弁護士 伊 吹 健 人 

〒５２０－００５６ 

 大津市末広町４－５ＮＳ大津ビル３階 

土井法律事務所  

弁護士 黒 田 啓 介  

〒６０４－０８５４ 

 京都市中京区二条通東洞院西入る仁王門町２６－１倉橋ビル２階 

                 下坂法律事務所 

                  弁護士 下 坂 高 弘 

〒６０４－０８８３ 

 京都市中京区間之町通り竹屋町下る楠町６１０森ビル２７                          
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中村和浩法律事務所  

                  弁護士 中 村 和 浩  

〒６０４－０８５７ 

京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町２８０ 

ヤサカ烏丸御所南ビル４階    京都第一法律事務所 

                   弁護士 谷   文 彰 

 

〒６１９－０２３７ 

京都府相楽郡精華町光台七丁目１１番地  

被 告 株式会社ＫＣＮ京都  

代表者代表取締役 小 林 千 彰  


